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第54回定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 

 

当社は、2024年３月６日付「第54回定時株主総会の延期に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、

第 54 回定時株主総会の延期を決定しておりますが、本日付の取締役会決議にて、第 54 回定時株主総会招集のた

めの基準日設定について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 定時株主総会の開催概要等 

(1) 定時株主総会に係る基準日の変更等 

当社は、定款第14条の規定により、定時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定する

基準日を毎年12月31日としております。しかしながら、今回、当該規定にかかわらず、第54回定時株主総

会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年７月17日（水）を基準日と定め、同

日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたし

ます。 

① 基準日 ：2024年７月17日（水） 

② 公告日 ：2024年７月 ２日（火） 

③ 公告方法：電子公告により、下記の当社ホームページに掲載いたします。 

https://www.luckland.co.jp/ir/koukoku.html 

(2) 第54回定時株主総会の開催概要（日時・場所・目的事項） 

第54回定時株主総会で予定している開催日時、開催場所及び目的事項につきましては、現時点では未定で

あります。確定次第、速やかにお知らせいたします。 

 

２. 定時株主総会の招集のための基準日変更の理由 

2024年３月６日付「第54回定時株主総会の延期に関するお知らせ」に記載のとおり、同日時点において、

同年２月14日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」記載の特別調査委員会による調査が未了であっ

たことから、第54回定時株主総会につきまして、その開催を同年５月以降に延期することを決定しておりま

した。 

当社は、同年６月 12 日付「再発防止策策定及び新マネジメント体制に関するお知らせ」に記載のとおり、

同年４月16 日付でガバナンス委員会を設置しておりましたが、当社取締役会は、同年６月12 日、ガバナン

ス委員会の答申内容及び特別委員会の調査報告書を踏まえ、当社における再発防止策を策定し、また新マネ

ジメント体制について決議したことから、第54回定時株主総会の開催日の調整を続けているところ、本日に

おいて、当初基準日（2023年12月31日）はすでにその有効期間を経過しておりますので、第54回定時株主

総会の招集のための新たな基準日を設定させていただくこととしました。 

以 上 


